
香 川 県 療 育 手 帳 制 度 要 綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、知的障害者及び知的障害児に対する指導、相談、援助等を円滑

に実施するために交付する療育手帳（以下「手帳」という。）に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

 

（交付対象者） 

第２条 手帳は、原則として香川県内に居住する者で、香川県障害福祉相談所（以下

「相談所」という。）において知的障害であると判定された者（以下「知的障害者」

という。）に対して知事が交付する。 

 

（記載事項及び様式） 

第３条 手帳の記載事項は、次のとおりとする。 

（１） 知的障害者の氏名、住所、生年月日及び性別 

（２） 障害の程度 

（３） 保護者（親権を行う者、配偶者、後見人その他の者で、知的障害者を現に

監護する者をいう。以下同じ。）の氏名、住所及び知的障害者との続柄 

（４） 交付番号及び当初交付年月日 

（５） 判定年月日、判定機関及び次の判定年月 

（６） 前各号に掲げる事項のほか、知事が特に必要と認める事項 

２ 手帳には知的障害者の写真を貼付するものとする。 

３ 手帳の様式は、様式１のとおりとする。 

 

（障害の程度） 

第４条 前条第１項第２号により手帳に記載する障害の程度は、次の４区分とする。 

１ Ⓐ（最重度） 

２ Ａ（重 度） 

３ Ⓑ（中 度） 

４ Ｂ（軽 度） 

 

（交付の申請） 

第５条 手帳の交付を受けようとする者又はその保護者は、交付申請書（様式２）を

知事に提出しなければならない。 

 

（交付） 

第６条 知事は、前条の申請書を受理した場合は、相談所における判定に基づき、手

帳を交付することが適当であると認めたときは、手帳を交付するものとする。 

 



（再判定） 

第７条 知事は、知的障害者の障害程度を確認するため、手帳交付時に再判定の時期

を定め、手帳に記載するものとする。 

２ 手帳の交付を受けた者は、手帳に記載された再判定年月までに、再判定を受けな

ければならない。 

３ 手帳の交付を受けた者又はその保護者は、手帳交付後その障害程度に著しい変化

が生じたときは、再判定を申請することができる。 

４ 前２項の規定による再判定の申請は、様式３により行う。 

５ 第６条の規定は、前項の申請について、準用する。 

 

（記載事項の変更） 

第８条 手帳の交付を受けた者又はその保護者は、第３条第１項第１号、第３号及び

第６号に規定する手帳の記載事項に変更が生じたときは、その旨を知事に届け出な

ければならない。 

 

（再交付の申請） 

第９条 手帳の交付を受けた者又はその保護者は、手帳を紛失し、又は汚損したとき

は、手帳の再交付を様式４により申請することができる。 

２ 知事は、前項の申請を受理した場合において、手帳を再交付することが適当であ

ると認めたときは、手帳を再交付するものとする。 

３ 手帳の再交付を受けた者は、亡失した手帳を発見したときは、速やかに、これを

知事に返還しなければならない。 

 

（手帳の返還） 

第１０条 手帳の交付を受けた知的障害者が死亡したとき、再判定の結果知的障害と

認められなかったときその他手帳を必要としなくなったときは、当該手帳を所持す

る者は、速やかに手帳を知事に返還しなければならない。 

２ 知事は、手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、第７条第２項に規定する再

判定を拒んだときは、手帳を返還させることができる。 

 

（譲渡等の禁止） 

第１１条 手帳の交付を受けた者は、手帳を譲渡し、又は貸与してはならない。 

 

（市町の経由） 

第１２条 手帳に係る申請（再判定に係るものを除く。）及び届出並びに手帳の返還

は、知的障害者の居住地の市福祉事務所長又は町長を経由するものとする。 

２ 知事が申請に基づき手帳を交付する場合には、当該申請を受理した市福祉事務所

長又は町長（再判定による手帳の交付については、再判定を受けようとする者の居

住地の市福祉事務所長又は町長）を経由するものとする。 



 

   附 則 

この要綱は、昭和４９年４月１日から適用する。 

この要綱は、昭和５１年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成１１年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成１２年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成１４年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成１５年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成１８年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成２４年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成２７年５月１日から適用する。 

この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 



様式１ 

 

 



様式２ 
市福祉事務所・ 

町 受 付 
県 受 付 

  

 
療 育 手 帳 交 付 申 請 書 

 

  年  月  日 

 

香 川 県 知 事  殿 

 

申請者氏名             ㊞ 

 

療育手帳の交付を受けたいので、次により申請します。 

本 
 
 
 

人 

ふ り が な  

性別 男・女 
氏 名  

生 年 月 日          年   月   日 

住 所  

電 話 番 号  

保 
 

護 
 

者 

ふ り が な  

続柄  
氏 名  

生 年 月 日          年   月   日 

住 所  

電 話 番 号                              

注 １ 申請者氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。 

  ２ 申請者氏名は、18歳未満の場合は保護者氏名を、18歳以上の場合は療育手帳を受けようとす

る本人または保護者氏名をご記入ください。 

  ３ 本人の写真（申請前１年以内のものであって、脱帽し、上半身を撮影した縦４㎝×横３㎝の

もの）を添付してください。 

  ４ 療育手帳には、保護者の電話番号が記載されます。ただし、保護者の電話番号が記載されて

いない場合、本人の電話番号が記載されます。 

１ 施設等に入所又は通所していますか。 

は い  施設の名称（                ）  いいえ 

２ 特別児童扶養手当又は障害基礎年金を受給していますか。 

は い  特別児童扶養手当   障害基礎年金        いいえ 

３ 県外からの転入ですか。 

は い  転入年月日 （    年  月  日）      いいえ 

 

障害福祉相談所確認欄 Ｃ） Ｕ） Ｆ） Ｓ） 

 

  



様式３ 

 

療 育 手 帳 再 判 定 申 請 書 

 

  年  月  日 

 

香 川 県 知 事  殿 

 

 

申請者氏名            ㊞ 

 

 

 既に交付された療育手帳について、再判定を受けたいので次により申請します。 

本 
 
 

人 

ふ り が な  

性別 男・女 
氏 名  

生 年 月 日          年   月   日 

住 所  

電 話 番 号  

保 

護 

者 

ふ り が な  

続柄  
氏 名  

生 年 月 日          年   月   日 

住 所  

電 話 番 号  

障
害
の
程
度 

障 害 の 程 度  

判 定 年 月 日       年    月    日 

次 の 判 定 年 月       年    月 

注 １ 申請者氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。 

  ２ 申請者氏名は、18歳未満の場合は保護者氏名を、18歳以上の場合は再判定を受けようとする

本人または保護者氏名をご記入ください。 

  ３ 療育手帳には、保護者の電話番号が記載されます。ただし、保護者の電話番号が記載されてい

ない場合、本人の電話番号が記載されます。 

※障害福祉相談所確認欄 Ｃ） Ｕ） Ｆ） Ｓ） 

記載事項の変更の有無 
変 更 事 項 

( 該 当 項 目 に ☑ ) 

☐なし 

☐あり 

本 人：☐氏名 ☐住所 ☐電話番号 

保護者：☐氏名 ☐住所 ☐電話番号 

その他：☐保護者の変更 ☐保護者なしに変更 

援護の実施市町の変更 ☐なし ☐あり（       →       ） 

 

  



様式４ 

 

 
 
 
 
 

療 育 手 帳 再 交 付 申 請 書 
 

  年  月  日  

 

香 川 県 知 事  殿 

 

申請者 氏  名              ㊞ 

 

 次のとおり関係書類を添えて、再交付を申請します。 

申 請 理 由 
(該当する□に✓

を記入すること｡) 

☐ 紛 失   ☐ 破損・汚損   ☐ その他（         ） 

本 
 
 

人 

ふ り が な  
生年 
月日 

 

 
年  月  日 

氏 名  

住 所  性別 男・女 

電話番号  

保 
護 
者 

ふ り が な  

続柄  
氏 名  

住 所  

電話番号  

注 １ 次の書類を添付してください。 

（１）紛失した場合は、写真（申請前１年以内のものであって、脱帽し、上半身を撮影した縦
４㎝×横３㎝のもの） 

（２）破損・汚損の場合は、療育手帳及び写真 

２ 申請者氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。 

３ 申請者氏名は、18歳未満の場合は保護者氏名を、18歳以上の場合は再交付を受けようとす
る本人または保護者氏名をご記入ください。 

４ 療育手帳には、保護者の電話番号が記載されます。ただし、保護者の電話番号が記載され
ていない場合、本人の電話番号が記載されます。 

 

※経由市町確認欄  

手 帳 番 号 

当 初 交 付 年 月 日 
香川県 第      号 

 

 
年  月  日交付 

記 載 事 項 の 変 更 
の 有 無 ・ 内 容 

☐なし 

☐あり（                           ） 

 

※障害福祉相談所確認欄 Ｃ） Ｕ） Ｆ） Ｓ） 

 

市福祉事務所・ 
町 受 付 県 受 付 

  


